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午後３時００分開会 

 

○教育長 それでは、ただいまから本年第５回足立区教育委

員会臨時会を開会いたします。 

  本日の出席委員数は定足数であります。よって会議は成

立いたします。 

  それでは、これより審議に入ります。 

 

―───────◇──────── 

  初めに、会議録署名員の指名をいたします。本日の会議

録署名員に小関委員、早川委員をご指名しますので、よろ

しくお願いいたします。 

  それでは、日程第１、第３１号議案を議題といたします。 

  教育政策担当係長。 

○教育政策担当係長 日程第１、第３１号議案「令和３年『第

２６号議案 足立区生涯学習センター条例施行規則の一部

を改正する規則』の議決の取消しについて」以上。 

○教育長 第３１号議案について、田ケ谷生涯学習支援室長

から説明をお願いいたします。 

  生涯学習支援室長。 

○生涯学習支援室長 お手元の議案説明資料３ページをお

開きいただきたいと思います。議案の説明に入ります前に、

今回、議決の取消しをお願いいたしましたことを、大変申

し訳なく思います。件名所管部課名は記載のとおりでござ

います。提案理由でございます。令和３年６月１１日の第

６回教育委員会定例会において議決されました「第２６号

議案 足立区生涯学習センター条例施行規則の一部を改正

する規則」に係る規則に新様式（様式第２号の３）を追加

する必要が生じたため、今回この案をご提出したものでご

ざいます。今後の対応ですが、新様式を追加の上、足立区

生涯学習センター条例施行規則の一部を改正する規則を

当該規則の取消し議案と同時に提出させていただくもの

でございます。説明は以上でございます。 

○教育長 ただいま説明がありましたので、これより本案の

審議に入ります。 

  第３１号議案について、ご意見、ご質問がありましたら、

ご発言をお願いいたします。 

  近藤委員。 

○近藤委員 提案理由に、規則に新様式（様式第２号の３）

を追加する必要が生じたためとなっていますけれども、様

式第２号の３というのはどういうものなのか教えていた

だきたいと思います。 

○教育長 生涯学習支援室長。 

○生涯学習支援室長 ７ページをお開きいただきたいと思

います。こちらに様式第２号の３ということでつけてござ

います。施設使用承認書兼領収書でございますが、使用日

を変更した場合にこちらを発行させていただくものでご

ざいます。 

○教育長 他にございますでしょうか。   

  ないようですので、これより第３１号議案「令和３年『第

２６号議案 足立区生涯学習センター条例施行規則の一部

を改正する規則』の議決の取消しについて」を採決いたし

ます。本案は原案のとおり決することに賛成の方の挙手を

求めます。 

（挙手全員） 

○教育長 挙手全員であります。よって、本案は原案のとお

り議決することにいたします。 

次に、日程第２、第３２号議案を議題といたします。 

教育政策担当係長。 

○教育政策担当係長 日程第２、第３２号議案「令和３年

『第２８号議案 足立区地域学習センター条例施行規則の

一部を改正する規則』の議決の取消しについて」以上。 

○教育長 第３２号議案について、田ケ谷生涯学習支援室長

から説明をお願いいたします。 

  生涯学習支援室長。 

○生涯学習支援室長 お手元の資料５ページをお開きいた

だきたいと思います。件名所管部課名につきましては記載

のとおりでございます。提案理由でございますが、先ほど

の第３１号議案と同じように、新様式を追加する必要が生

じたため、この案をご提出するものでございます。今後の

対応でございますが、足立区地域学習センター条例施行規

則の一部を改正する規則を当該議決の取消し議案と同時に

ご提出させていただく予定でございます。以上でございま

す。 

○教育長 ただいま説明がありましたので、これより本案の

審議に入ります。 

  第３２号議案について、ご意見、ご質問がありましたら、

委員のご発言をお願いいたします。 
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ないようですので、これより第３２号議案「令和３年『第

２８号議案 足立区地域学習センター条例施行規則の一部

を改正する規則』の議決の取消しについて」を採決いたし

ます。本案は原案のとおり決することに賛成の方の挙手を

求めます。 

（挙手全員） 

○教育長 挙手全員であります。よって、本案は原案のとお

り議決することにいたします。 

次に、日程第３、第３３号議案を議題といたします。 

教育政策担当係長。 

○教育政策担当係長 日程第３、第３３号議案「足立区生涯

学習センター条例施行規則の一部を改正する規則」以上。 

○教育長 第３３号議案について、田ケ谷生涯学習支援室長

から説明をお願いいたします。 

  生涯学習支援室長。 

○生涯学習支援室長 お手元の資料９ページをお開きいた

だきたいと思います。第３３号議案説明資料でございます。

件名所管部課名は記載のとおりでございます。改正の理由

でございます。これまで生涯学習センターの施設使用に伴

う使用料については、使用料の還付のみに応じてまいりま

した。この度、国の緊急事態宣言の発出に伴う施設休館や

施設利用の自粛要請等により、施設使用のキャンセル件数

が大幅に増えてきている現状を踏まえまして、施設使用日

の振替を可能とする旨の規定を追加するものでございます。

主な内容でございますが、第９条の２を追加させていただ

きまして、使用日の変更を認めるというものでございます。

なお、３番の施行年月日につきましては、令和３年７月１

日から施行するものでございます。以上でございます。 

○教育長 ただいま説明がありましたので、これより本案の

審議に入ります。 

  第３３号議案について、ご意見、ご質問がありましたら、

委員のご発言をお願いいたします。 

ないようですので、これより第３３号議案「足立区生涯

学習センター条例施行規則の一部を改正する規則」を採決

いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の方の

挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○教育長 挙手全員であります。よって、本案は原案のとお

り議決することにいたします。 

次に、日程第４、第３４号議案を議題といたします。 

教育政策担当係長。 

○教育政策担当係長 日程第４、第３４号議案「足立区地域

学習センター条例施行規則の一部を改正する規則」以上。 

○教育長 第３４号議案について、田ケ谷生涯学習支援室長

から説明をお願いいたします。 

  生涯学習支援室長。 

○生涯学習支援室長 お手元資料１４ページをお開きいた

だきたいと思います。第３４号議案説明資料でございます。

件名所管部課名は記載のとおりでございます。改正の理由

につきましては、第３３号議案と同様でございます。２番、

主な改正内容でございますが、使用者の申し入れにより使

用日を変更することができる旨の規定と、様式について、

追加をするという内容でございます。施行年月日について

は令和３年７月１日から施行するものでございます。  

○教育長 ただいま説明がありましたので、これより本案の

審議に入ります。 

  第３４号議案について、ご意見、ご質問がありましたら、

委員のご発言をお願いいたします。 

ないようですので、これより第３４号議案「足立区地域

学習センター条例施行規則の一部を改正する規則」を採決

いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の方の

挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○教育長 挙手全員であります。よって、本案は原案のと

おり議決することにいたします。 

その他何かございますか。 

ないようでございますので、以上を持ちまして、本年第

５回足立区教育委員会臨時会を閉会いたします。 

お疲れさまでした。ありがとうございました。 

 

午後 ３時１０分閉会 



令 和 ３ 年 第 ５ 回 

足 立 区 教 育 委 員 会 臨 時 会 

 

日  時  令和３年６月２５日 金曜日 午後３時００分開議 

会  場    教育委員会室 

 

１ 議 事 日 程 頁 

日程第１  第３１号議案 
令和３年「第２６号議案 足立区生涯学習センター条例施行

規則の一部を改正する規則」の議決の取消しについて……… 
２ 

日程第２  第３２号議案 
令和３年「第２８号議案 足立区地域学習センター条例施行

規則の一部を改正する規則」の議決の取消しについて……… 
４ 

日程第３  第３３号議案 足立区生涯学習センター条例施行規則の一部を改正する規則 ６ 

日程第４  第３４号議案 足立区地域学習センター条例施行規則の一部を改正する規則 １１ 
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第３１号議案  

   令和３年「第２６号議案  足立区生涯学習センター条例施行規則

の一部を改正する規則」の議決の取消しについて  

 上記の議案を提出する。  

  令和３年６月２５日  

      提出者   足立区教育委員会教育長  大山  日出夫  

 

   令和３年「第２６号議案  足立区生涯学習センター条例施行規則

の一部を改正する規則」の議決の取消し  

 令和３年「第２６号議案  足立区生涯学習センター条例施行規則の一

部を改正する規則」の議決を取り消す。  

 

 （提案理由）  

 令和３年６月１１日の第６回教育委員会定例会において議決された 

「第２６号議案  足立区生涯学習センター条例施行規則の一部を改正

する規則」にかかる規則に新様式（様式第２号の３）を追加する必要が

生じたため、この案を提出いたします。  
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第 ３ １ 号 議 案 説 明 資 料  

令和３年６月２５日 

件    名 
令和３年「第２６号議案  足立区生涯学習センター条例施行規則

の一部を改正する規則」の議決の取消しについて 

所管部課名 地域のちから推進部生涯学習支援室生涯学習支援課 

内 容 

 

１ 提案理由 

令和３年６月１１日の第６回教育委員会定例会において議決された 

「第２６号議案 足立区生涯学習センター条例施行規則の一部を改正 

する規則」にかかる規則に新様式（様式第２号の３）を追加する必要 

が生じたため、この案を提出する。 

 

２ 今後の対応 

新様式（様式第２号の３）を追加のうえ、「足立区生涯学習センター  

条例施行規則の一部を改正する規則」を当該議決の取消し議案と同時 

に提出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の方針 
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第３２号議案  

   令和３年「第２８号議案  足立区地域学習センター条例施行規則

の一部を改正する規則」の議決の取消しについて  

 上記の議案を提出する。  

  令和３年６月２５日  

      提出者   足立区教育委員会教育長  大山  日出夫  

 

   令和３年「第２８号議案  足立区地域学習センター条例施行規則

の一部を改正する規則」の議決の取消し  

 令和３年「第２８号議案  足立区地域学習センター条例施行規則の一

部を改正する規則」の議決を取り消す。  

 

 （提案理由）  

 令和３年６月１１日の第６回教育委員会定例会において議決された 

「第２８号議案  足立区地域学習センター条例施行規則の一部を改正

する規則」にかかる規則に新様式（様式第２号の２）を追加する必要が

生じたため、この案を提出いたします。  
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第 ３ ２ 号 議 案 説 明 資 料  

令和３年６月２５日 

件    名 
令和３年「第２８号議案 足立区地域学習センター条例施行規則

の一部を改正する規則」の議決の取消しについて 

所管部課名 地域のちから推進部生涯学習支援室生涯学習支援課 

内 容 

 

１ 提案理由 

令和３年６月１１日の第６回教育委員会定例会において議決された 

「第２８号議案 足立区地域学習センター条例施行規則の一部を改正 

する規則」にかかる規則に新様式（様式第２号の２）を追加する必要 

が生じたため、この案を提出する。 

 

２ 今後の対応 

新様式（様式第２号の２）を追加のうえ、「足立区地域学習センター  

条例施行規則の一部を改正する規則」を当該議決の取消し議案と同時 

に提出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の方針 
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第３３号議案  

   足立区生涯学習センター条例施行規則の一部を改正する規則  

 上記の議案を提出する。  

  令和３年６月２５日  

      提出者   足立区教育委員会教育長  大山  日出夫  

 

   足立区生涯学習センター条例施行規則の一部を改正する規則  

 足立区生涯学習センター条例施行規則（平成１２年足立区教育委員会

規則第１２号）の一部を次のように改正する。  

第９条の次に、次の１条を加える。  

 （使用日の変更）  

第９条の２  教育委員会は、使用者がその責任によらない理由又は教育

委員会等が相当であると認めた理由により施設又は付帯設備を使用

できなくなったときは、使用者の申出により使用日を変更することが

できる。  

２  教育委員会は、前項の規定により使用日を変更するときは、使用者

に施設使用変更承認書兼領収書（様式第２号の３）を交付するものと

する。  

様式第２号の２の次に次の１様式を加える。   
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施設使用変更承認書兼領収書  予約番号   

 

申  

請  

者  

代表者住所   

代表者氏名   電話番号   

連絡者氏名   電話番号   

団体名   使用人員  名   

 

申  

請  

内  

容  

使用目的   

イベント名   

使用館   

使用施設   

使用日   

使用時間   

減免   減額・免除  理由  

入場料   最高入場料  円   

施設使用料（領収額） 円   

上記の通り施設使用料を領収し、施設の使用を承認します。   足立区長・足立区教育委員会  

 

 

 
利用施設区分   

備考   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

受付窓口 ： 

取 扱 者 ： 

領  収  

 

様式第２号の３（第９条の２関係） 
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   付  則  

 この規則は、令和３年７月１日から施行する。  

 

 （提案理由）  

 これまで、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策等を理由に生涯学

習センター施設を使用できなくなった場合、使用料の還付のみにより対

応してきた。今般、区民の利便性向上のため、施設使用日の振替を可能

とする旨の規定を整備する必要があるので、この規則案を提出いたしま

す。  
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第 ３ ３ 号 議 案 説 明 資 料  

令和３年６月２５日 

件    名 足立区生涯学習センター条例施行規則の一部を改正する規則 

所管部課名 地域のちから推進部生涯学習支援室生涯学習支援課 

内 容 

 

１ 改正の理由 

これまで、生涯学習センターの施設使用に伴う使用料については、特

別の理由により施設の使用ができなくなった場合には、使用料の還付の

みにより対応してきた。 

今般、国の緊急事態宣言発出に伴う施設休館や施設使用の自粛要請等

により、施設使用のキャンセル件数が大幅に増えている現状を踏まえ、

区民の利便性向上のため、施設使用日の振替を可能とする旨の規定を追

加する。 

 

２ 主な内容（詳細はＰ１０「新旧対照表」参照） 

第９条の次に、次の１条を加える。 

（使用日の変更） 

第９条の２ 教育委員会は、使用者がその責任によらない理由又は教 

育委員会等が相当であると認めた理由により施設又は付帯設備を使 

用できなくなったときは、使用者の申出により使用日を変更するこ 

とができる。 

２ 教育委員会は、前項の規定により使用日を変更するときは、使用 

者に施設使用変更承認書兼領収書（様式第２号の３）を交付するも 

のとする。 

様式第２号の２の次に様式第２号の３を追加する。 

 

３ 施行年月日 

令和３年７月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

今後の方針 
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足立区生涯学習センター条例施行規則の一部を改正する規則 新旧対照表 
 

 改  正  前 改  正  後 

○足立区生涯学習センター条例施行規則 ○足立区生涯学習センター条例施行規則 

平成12年３月31日教育委員会規則第12号 平成12年３月31日教育委員会規則第12号 

  

第１条～第9条 （省略） 第１条～第９条 （現行のとおり） 

 （使用日の変更） 

 第９条の２ 教育委員会は、使用者がその責任によらない理由又は教育委員

会等が相当であると認めた理由により施設又は付帯設備を使用できなくな

ったときは、使用者の申出により使用日を変更することができる。 

 ２ 教育委員会は、前項の規定により使用日を変更するときは、使用者に施

設使用変更承認書兼領収書（様式第２号の３）を交付するものとする。 

第10条～第19条 （省略） 第10条～第19条 （現行のとおり） 

     付 則（令和 年 月 日規則 号） 

 この規則は、令和３年７月１日から施行する。 

別表第１～別表第４ （省略） 別表第１～別表第４ （現行のとおり） 

様式第１号～様式第２号の２ （省略） 様式第１号～様式第２号の２ （現行のとおり） 

 様式第２号の３（第９条の２関係） 

様式第３号～様式第15号 （省略） 様式第３号～様式第15号 （現行のとおり）  
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第３４号議案  

   足立区地域学習センター条例施行規則の一部を改正する規則  

 上記の議案を提出する。  

  令和３年６月２５日  

      提出者   足立区教育委員会教育長  大山  日出夫  

 

   足立区地域学習センター条例施行規則の一部を改正する規則  

 足立区地域学習センター条例施行規則（平成１３年足立区教育委員会

規則第１７号）の一部を次のように改正する。  

第７条の次に、次の１条を加える。  

（使用日の変更）  

第７条の２  教育委員会は、使用者がその責任によらない理由又は教育

委員会等が相当であると認めた理由により施設又は付帯設備を使用

できなくなったときは、使用者の申出により使用日を変更することが

できる。  

２  教育委員会は、前項の規定により使用日を変更するときは、使用者

に施設使用変更承認書兼領収書（様式第２号の２）を交付するものと

する。  

 様式第２号の次に次の１様式を加える。   
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施設使用変更承認書兼領収書  予約番号   

 

申  

請  

者  

代表者住所   

代表者氏名   電話番号   

連絡者氏名   電話番号   

団体名   使用人員  名   

 

申  

請  

内  

容  

使用目的   

イベント名   

使用館   

使用施設   

使用日   

使用時間   

減免   減額・免除  理由  

入場料   最高入場料  円   

施設使用料（領収額） 円   

上記の通り施設使用料を領収し、施設の使用を承認します。   足立区長・足立区教育委員会  

 

 

 
利用施設区分   

備考   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

受付窓口 ： 

取 扱 者 ： 

領  収  

 

様式第２号の２（第７条の２関係） 
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   付  則  

 この規則は、令和３年７月１日から施行する。  

 

 （提案理由）  

 これまで、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策等を理由に地域学

習センター施設を使用できなくなった場合、使用料の還付のみにより対

応してきた。今般、区民の利便性向上のため、施設使用日の振替を可能

とする旨の規定を整備する必要があるので、この規則案を提出いたしま

す。  
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第 ３ ４ 号 議 案 説 明 資 料  

令和３年６月２５日 

件    名 足立区地域学習センター条例施行規則の一部を改正する規則 

所管部課名 地域のちから推進部生涯学習支援室生涯学習支援課 

内 容 

 

１ 改正の理由 

これまで、地域学習センターの施設使用に伴う使用料については、特

別の理由により施設の使用ができなくなった場合には、使用料の還付の

みにより対応してきた。 

今般、国の緊急事態宣言発出に伴う施設休館や施設使用の自粛要請等

により、施設使用のキャンセル件数が大幅に増えている現状を踏まえ、

区民の利便性向上のため、施設使用日の振替を可能とする旨の規定を追

加する。 

 

２ 主な内容（詳細はＰ１５「新旧対照表」参照） 

第７条の次に、次の１条を加える。 

（使用日の変更） 

第７条の２ 教育委員会は、使用者がその責任によらない理由又は教 

育委員会等が相当であると認めた理由により施設又は付帯設備を 

使用できなくなったときは、使用者の申出により使用日を変更する 

ことができる。 

２ 教育委員会は、前項の規定により使用日を変更するときは、使用 

者に施設使用変更承認書兼領収書（様式第２号の２）を交付するも 

のとする。 

様式第２号の次に様式第２号の２を追加する。 

 

３ 施行年月日 

令和３年７月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

今後の方針 
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足立区地域学習センター条例施行規則の一部を改正する規則 新旧対照表 
 

 改  正  前 改  正  後 

○足立区地域学習センター条例施行規則 ○足立区地域学習センター条例施行規則 

平成13年３月30日教育委員会規則第17号 平成13年３月30日教育委員会規則第17号 

  

第１条～第７条 （省略） 第１条～第７条 （現行のとおり） 

 （使用日の変更） 

 第７条の２ 教育委員会は、使用者がその責任によらない理由又は教育委員

会等が相当であると認めた理由により施設又は付帯設備を使用できなくな

ったときは、使用者の申出により使用日を変更することができる。 

 ２ 教育委員会は、前項の規定により使用日を変更するときは、使用者に施

設使用変更承認書兼領収書（様式第２号の２）を交付するものとする。 

第８条～第19条 （省略） 第８条～第19条 （現行のとおり） 

     付 則（令和 年 月 日規則 号） 

 この規則は、令和３年７月１日から施行する。 

別表第１～別表第４ （省略） 別表第１～別表第４ （現行のとおり） 

様式第１号～様式第２号 （省略） 様式第１号～様式第２号 （現行のとおり） 

 様式第２号の２（第７条の２関係） 

様式第３号～様式第15号 （省略） 様式第３号～様式第15号 （現行のとおり）  
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